
1カ月残し解雇通告

携帯電話の半導体製造の工場で、

請負会社の期間工として5年 働いて
います。突然、契約期間を1カ月残

しながら、来月で解雇だと告げられま

した。 請負・人材派遣などの大手な

ので、会社に他の仕事を求めると、遠

く離れた他府県の製造業や居酒屋な
ど、転職できないような仕事しか紹介

されませんでした。解雇撤 回させる

か、まともな仕事を紹介 させることは

できないのですか?

(39歳、男性、京都市)

 

【回
答
】

請
負
会
社
に
実
体
が
な

い
場
合
は

「偽
装
請
負
」

の
違
法
派
遣
と
な
り
、
5

年
働
い
て
い
る
と
の
こ
と

で
す
の
で
、
受
入
企
業

(工
場
側
)に
直
接
雇
用
を

求
め
る
こ
と
が
考
え
ら
れ

ま
す
(2
0
0
9
年
1
月

25
日
付
の
回
答
参
照
)。

た
だ
、
今
回
は
、
請
負
会

社
に
実
体
が
あ

っ
て
偽
装

請
負
と
言
え
な
い
場
合

だ
、
と
仮
定
し
て
、
請
負

会
社
の
雇
用
責
任
を
考
え

て
み
ま
す
。

ま
ず
、
請
負
会
社
も
派

遣
会
社
も
、
「雇
用
主
」と

し
て
労
働
基
準
法
、
労
働

契
約
法
、
民
法
に
よ
る
使

用
者
責
任
を
負
い
ま
す
。

仕
事
を
保
障
で
き
な
い
と

き
に
は
、
自
ら
の
責
任
と

し
て
休
業
手
当
(
労
働
基

準
法
二
六
条
)や
反
対
給

付
と
し
て
の
賃
金
を
支
払

う
義
務
(
民
法
5
3
6
条

2
項
)を
負
い
ま
す
。

ご
相
談
の
よ
う
に
、
契

約
期
間
が
ー
カ
月
残
っ
て

い
る
の
に
解
雇
す
る
こ
と

現在と同条件の
雇用継続要求を

 

は
許
さ
れ
ま
せ
ん
。
期
間

を
定
め
た
労
働
契
約
は
、

期
間
途
中
、
当
事
者
か
ら

一
方
的
に
解
約
す
る
こ
と

は
原
則
と
し
て
で
き
な
い

か
ら
で
す
。
民
法
6
2
8

条
は
、
「や
む
を
得
な
い

事
由
」
が
あ
る
と
き
、
労

使
各
当
事
者
は
中
途
解
約

で
き
る
と
し
て
い
ま
す

が
、こ
の
「や
む
を
得
な
い

事
由
」
は
例
外
中
の
例
外

で
す
。
と
く
に
、
使
用
者

側
か
ら
の
中
途
解
約
は
、

厳
し
く
限
定
さ
れ
る
解
雇

事
由
よ
り
も
、
さ
ら
に
限

ら
れ
た
場
合
で
す
。
し
た

が

っ
て
、
理
由
も
不
明
確

な
突
然
の
中
途
解
約
を
受

け
入
れ
る
必
要
は
あ
り
ま

せ
ん
。
残
り
期
間
の
雇
用

継
続
を
求
め
る
こ
と
は
も

ち
ろ
ん
、
会
社
が
雇
用
を

保
障
で
き
な
い
場
合
、
賃

金
相
当
額
や
損
害
賠
償
の

請
求
が
可
能
で
す
。

次
に
、
期
間
を
定
め
た

契
約
で
あ

っ
て
も
、
更
新

を
繰
り
返
し
て
五
年
も
雇

用
が
継
続
し
て
い
ま
す
の

で
、
特
別
な
事
情
が
な
け

れ
ば
、
契
約
の
継
続

・
更

新
が
前
提
に
な
っ
て
い
る

と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
の

場
合
、

一
方
的
な
更
新
拒

絶
は
解
雇
と
同
様
な
理
由

が
必
要
で
す
。
請
負
会
社

で
あ
っ
て
も
、
理
由
な
し

に
解
雇
し
た
り
、
雇
い
止

め
を
し
て
雇
用
継
続
の
責

任
を
逃
れ
る
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん
。
解
雇
に
は
客
観

的
に
合
理
的
で
社
会
通
念

上
相
当
な
理
由
が
必
要
で

す
(労
働
契
約
法
16
条
)。

現
在
の
条
件
と
違
わ
な
い

条
件
(勤
務
地
や
職
種
)で

の
雇
用
継
続
を
要
求
で
き

ま
す
。
で
き
れ
ば
相
談
に

応
じ
て
く
れ
る
地
域
労
組

な
ど
を
見
つ
け
て

団
体
交
渉
に
よ
る

解
決
を
目
指
し
て

下
さ
い
。◇

わ
き
た

・
し
げ

る

1
9
4
8
年

生
ま
れ
。
龍
谷
大

学
教
授
。
専
門
分

野
は
労
働
法

・
社

会
保
障
法
。

イ ラス ト・辻 井タカ ヒロ

相
談
募
集

封

書
か
メ
ー
ル
で

「労
働
相
談
」
係

ま
で
お
送
り
く
だ

さ
い
。
宛
先
は
、

6
面
の

「ア
ロ
ー

ク
ロ
ス
」
の
応
募

方
法
を
参
照
。
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